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会 議 録 

会議の名称  平成２３年度第１回行田市市民公益活動推進委員会  

開 催 日 時 
平成２３年１２月１９日（月）  

開会：午後１時３０分     閉会：午後４時００分  

開 催 場 所 市役所３０５会議室  

出 席 者 

氏    名  

園田佳代子委員、塚本信夫委員、齋藤貴美子委員、杉田政道委員、  

徳重總章委員、中村博行委員、町田光委員、村澤洋委員、吉野渥美委

員、田尻要委員、増田豊委員、国分健男委員  

欠席者氏名  なし  

事 務 局 生活課：浪江課長、菅原主幹、酒井主査、吉田主事  

会議内容  

司会  酒井主査  

１開会  

２委嘱状交付  

３市長挨拶  

４委員長選出  

５協議事項  

(1)委員会の設置目的及び今後の方向性について  

(2)行田市市民公益活動促進のための基本方針実施計画の検討課題に

ついて  

(3)コミュニティセンターみずしろ旧派出所の活用及び今後の方向性

について  

(4)その他  

会 議 資 料 

○「ぎょうだ市民公益活動推進委員会」について  

○行田市市民公益活動推進委員会設置要綱  

○行田市市民公益活動促進のための基本方針実施計画  

○行田市市民公益活動推進委員会出席名簿・席次表  

○課題シート  

その他必要  

事    項  
傍聴者  
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発  言  者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

司   会  

 

 

 

司   会  

 

 

 

 

 

 

 

委   員  

司   会  

 

 

委 員 長 

 

委 員 長 

委   員  

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

１  開会  

２  委嘱状交付  

３  市長挨拶  

４  委員長選出  

・「行田市市民公益活動推進委員会設置要綱」第５条１項にて委員会に

委員長を置き、委員の互選によりこれを定めると規定されている。

委員長を選出するにあたり、自薦または他薦をお願いする。  

・自薦または他薦がないようであれば、事務局案を提出させていただ

く。専門的な知見を有するものつくり大学技能工芸学部准教授であ

る田尻委員を推薦する。いかがか。  

―  拍手  ―  

・他の委員より賛同いただけたが、田尻委員、よろしいか。  

・了承する。  

・続いて、同条第３項「委員長に事故があるときは、あらかじめ委員

長の指名する委員が、その職務を代理する。」との規定に基づき、委

員長より委員長代理者の選任をお願いする。  

・経験豊富で行政の立場でもある増田委員を指名する。いかがか。  

―  拍手  ―  

・他の委員より賛同いただけたが、増田委員、よろしいか。  

・了承する。  

 

委員長挨拶後、委員の自己紹介  

 

・それでは、暫時、議長を務めさせていただく。議事が円滑に進みま

すよう、皆さまのご協力をお願いする。  

・議事の「 (1)委員会の設置目的及び今後の方向性について」及び「（ 2）

行田市市民公益活動促進のための基本方針実施計画の検討課題につ

いて」説明を求める。  

 

＜行田市市民公益活動促進のための基本計画実施計画及び「ぎょうだ

市民公益活動推進委員会について」に基づき説明＞  
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委 員 

 

 

事 務 局 

 

委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

委 員 

     

     

     

        

   委 員 長 

 

   事 務 局 

 

 

     

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

委 員 

委 員 長 

 

     

・市民公益活動とは、市民による活動と考えていたが、資料を拝見す

るとボランティア活動団体とＮＰＯ法人が強調されているが、この

２種類に限定されると考えてよいか。  

・限定されるものではない。市民公益活動及び市民公益活動団体につ

いては、実施計画に記載されている「用語の説明」のとおりである。 

・現在、市民公益活動登録団体の団体数はいくつか。  

・２２団体である。  

・委員会は、登録団体のことを協議する場ではないので、この点を共

通認識としてお願いする。また、委員会で挙げられた意見を事業と

して実行に移していきたいと考えている。この委員会の活動が土壌

となり、市民活動の活性化を図り、相乗効果を生んで生きたい。  

・数年前から実施計画に基づく活動を展開してきたようだが、私はこ

の活動を知らなかった。興味はあったが、情報を入手することがで

きなかった。  

・この委員会は、市民が市のためにできることをしようと思える意識

改革を促していくべきではないか。  

・続いて議事の「（ 3）コミュニティセンターみずしろ旧派出所の活用

及び今後の方向性について」説明を求める。  

・空きスペースとなっているコミュニティセンターみずしろ旧派出所

について、現在のところ市民団体に貸し出すにあたり、使用方法な

どが明確に定義されていない。この委員会で、ルール作りを行って

いただきたいと考えている。  

・この件については、各委員、次回の委員会までに検討してきていた

だきたい。  

・他に事務局より何かあるか。  

・今後の委員会の開催頻度について、協議していただきたい。  

・一定の方向性が示されるまでは、月１回のペースで実施していくの

はどうか。  

・意義なし。  

・それでは、以上をもちまして、すべて終了とする。これをもちまし

て、議長の職を解かせていただく。  
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  司 会 

 

 

 

・以上をもって、第１回目の行田市市民公益活動推進委員会を閉会と

する。  

＜閉会＞  

 


